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平成18年度 国土交通省ＰＦＩセミナー

さいたま新都心合同庁舎１号館

「ＰＦＩの動向・課題」

平成18年10月27日

特定非営利活動法人 日本ＰＦＩ協会
理事長 植田 和男
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Ⅰ． 実施方針公表件数の推移

Ⅱ． 「民間事業者との対話の在り方」について

Ⅲ． 運営再入札型ＰＦＩ

Ⅳ． 合併特例債とＰＦＩ

Ⅴ． 民間事業者の発案

内 容
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Ⅰ.  実施方針公表件数の推移

１.  公表件数の推移

2.  平成18年度（4/1～10/10）分野別

２６８２４４７５２４７５１３１１４２件 数

合計１８１７１６１５１４１３１２１１年 度

・ 教育／文化関連 3     ・ 廃棄物処理施設 1

・ 複合公共施設 4 ・ 義務教育施設 2

・ 港湾施設 1     ・ 観光施設 1

・ 病院 3     ・ 公営住宅／宿舎 3 

・ 浄化槽等 3 ・ その他（温泉利用） 1

合計 21

地方自治体 ２１件

・ 航空交通管制部管理等建替 1

・ 社会復帰促進センター 2           

合計 3

国等 ３件

（日本ＰＦＩ協会ベース）

（4/1～10/10）
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１. ＰＦＩ法（平成17年8月15日 改正）附則 検討（第三条）

「政府は、公共施設等に係る入札制度の改善の検討を踏ま

えつつ、民間事業者から質問又は提案を受けること等の特

定選定（特定事業を実施する民間事業者の選定をいう。以

下この条において同じ。）における民間事業者との対話の在

り方、段階的な事業者選定の在り方、特定選定の手続にお

ける透明性及び公平性の確保その他の特定選定の在り方に

ついて検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ず

るものとする。」

Ⅱ.  「民間事業者との対話の在り方」について
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２. 民間事業者との対話の在り方

入札広告（入札説明書、事業契約書（案）、要求水準書等の公表）入札広告（入札説明書、事業契約書（案）、要求水準書等の公表）

入札参加資格審査結果の通知入札参加資格審査結果の通知

各入札者とのヒアリングの実施予定各入札者とのヒアリングの実施予定

入札書類の受付入札書類の受付

・ ヒアリングには審査委員会が立ち会うことによって透明性、公平性を確保

・ 必要に応じ入札説明書等の変更
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Ⅲ.  運営再入札型ＰＦＩ

運営契約

運営契約

運営契約

運営契約

ＰＦＩ事業契約（期間：22
年）

国・地方自治体等

SPC（PFI事業会社）

維持・管理設 計 建 設

（再入
札）
（再入
札）
（再入
札）

（1年～5年）

（5年～10年）

（10年～15
年）

（15年～20
年）

・ 行政側のメリット ： サービスの内容等の変更に対応しやすい

・ 民間側のメリット ： 運営リスク等の軽減
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１.  前提条件

・ 市町村建設計画に基づく特に必要な事業であること

・ 国庫補助事業であること

Ⅳ. 合併特例債とＰＦＩ

２. 運営上の仮題

・ 単独事業、一般事業の場合、ＰＦＩの対象事業とはならない

・ 指定管理者制度では、長期契約が不可能（運営ＰＦＩ ？）

*1合併特例債（含む補助裏）

普通交付税 70％ 負担30％

一般
財源

補助金

全体事業費

国庫補助事業の場合（ＰＦＩ対象事業）

*1合併特例債最大額＝（全体事業費－補助金）×95％
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Ⅴ. 民間事業者の発案

１.  ＰＦＩ法におけるＰＦＩ事業

① 民間事業者の発案

② 公共施設等の管理者の発案

２.  関連制度等

① ＰＦＩ法

② 基本方針（民間資金等の活用による公共施設等の整備等に
関する事業の実施に関する基本方針 ー 平成12年3月13日

総理府 告示第11号）

－民間事業者の発案による特定事業の選定その他特定事

業の選定に関する基本的事項

４．民間事業者の発案に対する措置

③ ＰＦＩ事業実施プロセスに関するガイドライン

（平成13年1月22日）
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３.  基本方針「４．民間事業者の発案に対する措置」

国等は、ＰＦＩ事業の推進にとって有益な民間事業者からの活発な発案を
促すため、民間事業者からの発案に関し、次の点に留意して対応する
ものとする。

（1） 公共施設等の管理者は、民間事業者の発案に係る受付、評価、通知、
公表等を行う体制を整える等、適切な対応をとるために
必要な措置を積極的に講ずること。

（2） 民間事業者からの発案に対してこれを実施に移すことが適当であると
認めたときは、実施方針の策定等について、公共施設等の管理者が
発案したＰＦＩ事業の場合と同じ手続きを行うこととすること。



Japan PFI Association                       10

（3） 民間事業者の発案による事業案について相当の期間内に

実施方針の策定までに至らなかった場合には、その判断の結果

及び理由を発案者に速やかに通知すること。さらに、これらの事

業案の概要、公共施設等の管理者等の判断の結果及び理由の

概要につき、当該事業者の権利その他正当な利益及び公共施設

等の整備等の実施に対する影響に留意の上、適切な時期に適宜

公表すること。
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４.  民間事業者の発案の事例

① 北海道３町村に対する斎場ＰＦＩ事業の発案
（2006年4月6日 受付）

② 岩手県Ａ町に対する給食センター（ＰＦＩ事業の発案）
（2006年10月16日 受付）

③ 中部圏Ｂ組合に対する複合施設ＰＦＩ事業の発案
（2006年10月16日 受付）



ＵＲＬ http:// www. pfikyokai.or.jp

ご清聴ありがとうございました。


